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○ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第 52 号）による改正後の旅館業法（昭和 23 年法律

第 138号） 

 

第一条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全

な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応

したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目

的とする。 

 

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をい

う。 

２ この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させ

る営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 

３ この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を

主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものを

いう。 

４ この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受

けて、人を宿泊させる営業をいう。 

５ この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 

６ この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四

号。以下「感染症法」という。）第六条第二項に規定する一類感染症（第四条の二第

一項第二号及び第二項第一号において単に「一類感染症」という。） 

二 感染症法第六条第三項に規定する二類感染症（第四条の二第一項第二号及び第二項

第一号において単に「二類感染症」という。） 

三 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症（第四条の二第一項

第二号及び第二項第二号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。） 

四 感染症法第六条第八項に規定する指定感染症であつて、感染症法第四十四条の九第

一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条

の三第二項の規定を準用するもの（第四条の二第一項第二号及び第二項第三号におい

て単に「指定感染症」という。） 

五 感染症法第六条第九項に規定する新感染症（第四条の二第一項第二号及び第二項第

二号において単に「新感染症」という。） 

 

第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあ

つては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。）の許可を受けなければならない。
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ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下

宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構

造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生

上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同

項の許可を与えないことができる。 

一 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定め

るもの 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して

罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日

から起算して三年を経過していない者 

四 第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過してい

ない者 

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二

条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算し

て五年を経過しない者（第八号において「暴力団員等」という。） 

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代

理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれかに該当す

るもの 

七 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該

当する者があるもの 

八 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

３ 第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地（これらの用に

供するものと決定した土地を含む。以下同じ。）の周囲おおむね百メートルの区域内に

ある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそ

れがあると認めるときも、前項と同様とする。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校（大学を除くも

のとし、次項において「第一条学校」という。）及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七

項に規定する幼保連携型認定こども園（以下この条において「幼保連携型認定こども

園」という。） 

二 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規定する児童福祉施

設（幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。） 

三 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第二条に規定する社会教育に関する施

設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県（保健所を設置
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する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。）の条例で定めるもの 

４ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長）は、前項

各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可

を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純

な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校（第一条学校及び幼

保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。）については、当該学校が大

学附置の国立学校（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に

規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。）が設置する学校をいう。）又

は地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立

大学法人（以下この項において「公立大学法人」という。）が設置する学校であるとき

は当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長、高等専門学校

以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会（幼保連携

型認定こども園であるときは、地方公共団体の長）、高等専門学校及び幼保連携型認定

こども園以外の私立学校であるときは学校教育法に定めるその所管庁、国及び地方公共

団体（公立大学法人を含む。）以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるとき

は都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第

一項の指定都市（以下この項において「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条

の二十二第一項の中核市（以下この項において「中核市」という。）においては、当該

指定都市又は中核市の長）の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法第四十六条

に規定する行政庁の意見を、前項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設につ

いては、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。 

５ 第二項又は第三項の規定により、第一項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、

理由を附した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。 

６ 第一項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することがで

きる。 

 

第三条の二 前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者（以下「営業者」という。）が当

該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都

道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。 

２ 前条第二項（申請者に係る部分に限る。）及び第三項から第六項までの規定は、前項

の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、

「譲受人」と読み替えるものとする。 

 

第三条の三 営業者たる法人の合併の場合（営業者たる法人と営業者でない法人が合併し

て営業者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（当該旅館業を承継させる

場合に限る。）において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、
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合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承

継した法人は、営業者の地位を承継する。 

２ 第三条第二項（申請者に係る部分に限る。）及び第三項から第六項までの規定は、前

項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、

「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を

承継する法人」と読み替えるものとする。 

 

第三条の四 営業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある場合におい

て、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。

以下同じ。）が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続

人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認

を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条

第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 

３ 第三条第二項（申請者に係る部分に限る。）及び第三項から第六項までの規定は、第

一項の承認について準用する。 

４ 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。 

 

第三条の五 営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性に鑑み、旅

館業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努

めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している

状況に対応できるよう、旅館業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めな

ければならない。 

２ 営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講

じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適

切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与

えるよう努めなければならない。 

 

第四条 営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊

者の衛生に必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。 

３ 第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、

政令で定める基準によらなければならない。 

 

第四条の二 営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症の
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まん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げ

る者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 

一 特定感染症の症状を呈している者その他の政令で定める者 次に掲げる協力 

イ 当該者が次条第一項第一号に該当するかどうかが明らかでない場合において、医

師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な

事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより営業者

に報告すること。 

ロ 当該旅館業の施設においてみだりに客室その他の当該営業者の指定する場所から

出ないことその他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協

力として政令で定めるもの 

二 特定感染症の患者等（特定感染症（新感染症を除く。）の患者、感染症法第八条

（感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用する場合を含む。）

の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症

の患者とみなされる者及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館

業の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして厚生労

働省令で定める者を除く。次条第一項第一号において同じ。） 前号ロに掲げる協力 

三 前二号に掲げる者以外の者 当該者の体温その他の健康状態その他厚生労働省令で

定める事項の確認の求めに応じることその他の旅館業の施設における当該特定感染症

の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの 

２ 前項の特定感染症国内発生期間は、次の各号に掲げる特定感染症の区分に応じ、当該

各号に定める期間（特定感染症のうち国内に常在すると認められる感染症として政令で

定めるものにあつては、政令で定める期間）とする。 

一 一類感染症及び二類感染症 感染症法第十六条第一項の規定により当該感染症が国

内で発生した旨の公表が行われたときから、同項の規定により国内での発生がなくな

つた旨の公表が行われるまでの間 

二 新型インフルエンザ等感染症及び新感染症 感染症法第四十四条の二第一項又は第

四十四条の十第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたと

きから、感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表又は感染症法第五十三条第

一項の政令の廃止が行われるまでの間 

三 指定感染症 感染症法第四十四条の七第一項の規定により当該感染症が国内で発生

した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の

規定に基づく政令によつて感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第

二項の規定が準用されたときから、感染症法第四十四条の七第三項の規定による公表

が行われ、又は当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政

令によつて感染症法第十九条及び第二十条並びに第四十四条の三第二項の規定が準用

されなくなるときまでの間 



8 

 

３ 厚生労働大臣は、第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようと

するときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務

に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

４ 宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあつたときは、

正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。 

 

第五条 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではなら

ない。 

一 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。 

二 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれが 

あると認められるとき。 

三 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿

泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として

厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。 

四 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 

２ 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、

みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号の

いずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする

者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。 

 

第五条の二 厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するため

に必要な指針（以下この条において単に「指針」という。）を定めるものとする。 

２ 厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識

を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者並びに旅館業の施設

の利用者の意見を聴かなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、指針の変更について準用する。 

 

第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省

令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生

労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しな

ければならない。 

２ 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければなら

ない。 

 

第七条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、営業者その他の関係者



9 

 

から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若し

くはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において次条第三項の規定による命令を

すべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者（営業者を除

く。）その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入

り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。 

３ 当該職員が、前二項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証

票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。 

 

第七条の二 都道府県知事は、旅館業の施設の構造設備が第三条第二項の政令で定める基

準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該

施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

２ 都道府県知事は、旅館業による公衆衛生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗

を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため必要があると認めるときは、当該営業

者に対し、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

３ 都道府県知事は、この法律の規定に違反して旅館業が営まれている場合であつて、当

該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又は著しく

善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる必要があ

ると認めるときは、当該旅館業を営む者（営業者を除く。）に対し、当該旅館業の停止

その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることがで

きる。 

 

第八条 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若し

くはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項各号（第四号を除く。）

に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定め

て旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者（営業者が法人であ

る場合におけるその代表者を含む。）又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該

旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。 

一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条又

は第百八十三条の罪 

二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二
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号）に規定する罪（同法第二条第四項の接待飲食等営業及び同条第十一項の特定遊興

飲食店営業に関するものに限る。） 

三 売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）第二章に規定する罪 

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法

律（平成十一年法律第五十二号）第二章に規定する罪 

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係

る電磁的記録の消去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二章に規定する罪 

 

第八条の二 国立大学の学長その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げ

る施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条

第二項の政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は営業者が同条第三項各号に掲げ

る施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第四条第三項の規定に違反し

た場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、第

七条の二（第三項を除く。）又は前条に規定する処分について都道府県知事に意見を述

べることができる。 

 

第九条 第八条の規定による処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条

第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限（口頭に

よる弁明の機会の付与を行う場合には、その日時）の一週間前までにしなければならな

い。 

２ 第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わ

なければならない。 

 

第九条の二 国及び地方公共団体は、営業者に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに

旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促

進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

 

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ

者 

二 第八条の規定による命令に違反した者 

 

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。 

一 第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者 



11 

 

二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若

しくは虚偽の答弁をした者 

三 第七条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者 

 

第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを

拘留又は科料に処する。 

 

第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、第十条又は第十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

る外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 

附 則 

第十四条 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。 

 

第十五条 この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受けて旅館業を

営んでいる者は、それぞれ第三条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。 

 

第十六条 昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに旅館業を営み、

この法律施行の際現にこれを営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第三条

第一項の規定にかかわらず、引き続きこれを営むことができる。 

２ 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届

け出なければならない。 

３ 前項の届出をした者は、それぞれ第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 

 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五二号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。 

 

（検討） 

第二条 政府は、第一条の規定による改正後の旅館業法（以下この条及び次条において

「新旅館業法」という。）第四条の二第一項の規定による協力の求め（同項第三号に掲

げる者にあっては、当該者の体温その他の健康状態その他同号の厚生労働省令で定める

事項の確認に係るものに限る。）を受けた者が正当な理由なくこれに応じないときの対

応の在り方について、旅館業（旅館業法第二条第一項に規定する旅館業をいう。次項及
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び次条第三項において同じ。）の施設における特定感染症（新旅館業法第二条第六項に

規定する特定感染症をいう。）のまん延防止を図る観点から検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、過去に旅館業の施設において第一条の規定による改正前の旅館業法第五条の

規定の運用に関しハンセン病の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされた

ことを踏まえつつ、新旅館業法第五条第一項の規定の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

３ 前二項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、

この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認

めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 

 

（旅館業法の一部改正に伴う経過措置） 

第三条 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下

同じ。）は、当分の間、新旅館業法第三条の二第一項の規定により営業者の地位を承継

した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するま

での間において、少なくとも一回調査しなければならない。 

２ 営業者（新旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者をいう。）は、当分の間、新

旅館業法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを理由に宿泊（旅館

業法第二条第五項に規定する宿泊をいう。次項において同じ。）を拒んだときは、厚生

労働省令で定める方法により、その理由等を記録しておくものとする。 

３ 新旅館業法第六条の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

旅館業の施設に宿泊を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した

者（施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊している者を含む。）については、

なお従前の例による。 

 

（罰則に関する経過措置） 

第十一条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第三項の規定によりなお従前の例

によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 

 

（政令への委任） 

第十二条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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○ 旅館業法施行令（昭和 32年政令第 152号） 

 

（構造設備の基準） 

第一条 旅館業法（以下「法」という。）第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の

施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

一 一客室の床面積は、七平方メートル（寝台を置く客室にあつては、九平方メートル）

以上であること。 

二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うた

めの設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。 

三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 

四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除

き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 

五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 

六 適当な数の便所を有すること。 

七 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地（これらの用に供するもの

と決定した土地を含む。）の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該

施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に

射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを

遮ることができる設備を有すること。 

八 その他都道府県（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下

この条において同じ。）が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 

２ 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりと

する。 

一 客室の延床面積は、三十三平方メートル（法第三条第一項の許可の申請に当たつて

宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じ

て得た面積）以上であること。 

二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であ

ること。 

三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 

四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を

除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 

五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 

六 適当な数の便所を有すること。 

七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 

３ 法第三条第二項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

一 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 
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二 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を

除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 

三 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 

四 適当な数の便所を有すること。 

五 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 

 

（構造設備の基準の特例） 

第二条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交

通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令

で定めるものについては、前条第一項又は第二項に定める基準に関して、厚生労働省令

で必要な特例を定めることができる。 

 

（利用基準） 

第三条 営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければなら

ない。 

一 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又

は備え付けないこと。 

二 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。 

 

○ 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（令和５年政令第 247号） 

 

  （感染症に関する専門的な知識を有する者等の意見の聴取に関する経過措置） 

第一条 厚生労働大臣は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図

るための旅館業法等の一部を改正する法律（以下この条において「改正法」という。）

第一条の規定による改正後の旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号。次条において

「新旅館業法」という。）第四条の二第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃

の立案をしようとするときは、改正法の施行の日（次条において「施行日」という。）

前においても、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門

的な知識及び経験を有する者の意見を聴くことができる。 

   

（指針の策定等に関する経過措置） 

第二条 厚生労働大臣は、施行日前においても、新旅館業法第五条の二の規定の例により、

指針（同条第一項に規定する指針をいう。次項において同じ。）を定め、又は変更し、

これを公表することができる。 

２ 前項の規定により公表された指針は、施行日において新旅館業法第五条の二第一項の



15 

 

規定により定められ、同条第三項の規定により公表されたものとみなす。 

 

附 則 

この政令は、公布の日から施行する。 

 

 ※ この政令の公布の日は令和５年７月 21 日。 

 

○ 旅館業法施行規則（昭和 23年厚生省令第 28号） 

 

第一条 旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。）第三条第一項

の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営

業施設所在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市

長又は区長。以下同じ。）に提出しなければならない。 

一 申請者の住所、氏名及び生年月日（法人にあつては、その名称、事務所所在地、代

表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し） 

二 営業施設の名称及び所在地 

三 営業の種別 

四 営業施設が第五条第一項に該当するときは、その旨 

五 営業施設の構造設備の概要 

六 法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 

２ 前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならな

い。 

 

第一条の二 法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によ

り、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

できない者とする。 

 

第一条の三 法第三条の二第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければ

ならない。 

一 譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代

表者の氏名) 

二 譲渡人の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏

名) 

三 譲渡の予定年月日 

四 営業施設の名称及び所在地 
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五 法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 旅館業の譲渡を証する書類 

二 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し 

 

第二条 法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら

ない。 

一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併に

より設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び

代表者の氏名 

二 合併又は分割の予定年月日 

三 営業施設の名称及び所在地 

四 法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 

２ 前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割

により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。 

 

第三条 法第三条の四第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら

ない。 

一 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 

二 被相続人の氏名及び住所 

三 相続開始の年月日 

四 営業施設の名称及び所在地 

五 法第三条第二項各号（第七号を除く。）に該当することの有無及び該当するときは、

その内容 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第二百四十七条第五

項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 

二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により法第三条第一項の許可

を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継すべき相続人として

選定された者にあつては、その全員の同意書 

 

第四条 旅館業を営む者は、第一条及び第一条の三から前条までの申請書に記載した事項

（営業の種別を除く。）に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若し

くは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその



17 

 

旨を届け出なければならない。 

 

第四条の二 法第六条第一項の宿泊者名簿（以下「宿泊者名簿」という。）は、当該宿泊

者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年

間保存するものとする。 

２ 法第六条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 

一 旅館業の施設 

二 営業者の事務所 

３ 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほ

か、次に掲げる事項とする。 

一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号 

二 その他都道府県知事が必要と認める事項 

 

第四条の三 旅館業法施行令（昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。）第

一条第一項第二号の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 

一 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えて

いること。 

二 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外

の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。 

 

第五条 令第二条に規定する施設は、次のとおりとする。 

一 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設 

二 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの 

三 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設 

四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（平成六年法律第四

十六号）第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設 

２ 次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。 

前項第一号から第三号までに

掲げる施設 

令第一条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一

号の基準 

前項第四号に掲げる施設 令第一条第二項第一号の基準 

３ 第一項第一号から第三号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等に

よつて令第一条第一項第四号及び第二項第四号の基準による必要がない場合又はこれら

の基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、

これらの基準によらないことができるものとする。 

 

第六条 法第七条第一項又は第二項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第三項
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の規定によりその携帯する証票については、別に定める。 

 

第七条 第四条に規定する届出の期限が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第四

条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌

日をもつてその期限とみなす。 

 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号） 

 

人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、

痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶

することは、正に人類の悲願と言えるものである。 

医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新

たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症

は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。 

一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者

等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓と

して今後に生かすことが必要である。 

このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、

感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確

保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。 

ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見

直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るた

め、この法律を制定する。 

 

（目的） 

第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定

めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛

生の向上及び増進を図ることを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講

ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取

り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適

確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、こ

れらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。 
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（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知

識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推

進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を

図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良

質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければな

らない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が総合

的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 

３ 国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係る医療のた

めの医薬品の研究開発の推進、病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国

際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に

果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。 

 

（国民の責務） 

第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努

めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならな

い。 

 

（定義等） 

第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類

感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 

２ この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 

一 エボラ出血熱 

二 クリミア・コンゴ出血熱 

三 痘そう 

四 南米出血熱 

五 ペスト 

六 マールブルグ病 

七 ラッサ熱 

３ この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 

一 急性灰白髄炎 

二 結核 

三 ジフテリア 

四 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルス
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であるものに限る。） 

五 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであ

るものに限る。） 

六 鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイル

スであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症（第七項第三号に掲げる新型

コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。

第六項第一号及び第二十三項第一号において同じ。）の病原体に変異するおそれが高

いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において

「特定鳥インフルエンザ」という。） 

４ この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 

一 コレラ 

二 細菌性赤痢 

三 腸管出血性大腸菌感染症 

四 腸チフス 

五 パラチフス 

５ この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 

一 Ｅ型肝炎 

二 Ａ型肝炎 

三 黄熱 

四 Ｑ熱 

五 狂犬病 

六 炭疽そ 

七 鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。） 

八 ボツリヌス症 

九 マラリア 

十 野兎と病 

十一 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又は

その死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるも

のと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの 

６ この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 

一 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。） 

二 ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。） 

三 クリプトスポリジウム症 

四 後天性免疫不全症候群 

五 性器クラミジア感染症 

六 梅毒 
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七 麻しん 

八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 

九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病（四類感染症を除く。）

であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるも

のとして厚生労働省令で定めるもの 

７ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病を

いう。 

一 新型インフルエンザ（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイル

スを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を

獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及

び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。） 

二 再興型インフルエンザ（かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその

後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再

興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得し

ていないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康

に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。） 

三 新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有することとなった

コロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免

疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生

命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。） 

四 再興型コロナウイルス感染症（かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原

体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚

生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該

感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん

延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものを

いう。） 

８ この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病（一類感染症、

二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）であって、第三章

から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民

の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 

９ この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、

既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当

該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民

の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。 

10 この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。 

11 この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者で
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あって当該感染症の症状を呈していないものをいう。 

12 この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感

染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。 

13 この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一

類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる

医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。 

14 この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症、二類感染症又は

新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が

指定した病院をいう。 

15 この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症又は新型インフル

エンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院

をいう。 

16 この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当さ

せる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所（これらに準ずるもの

として政令で定めるものを含む。）又は薬局をいう。 

17～24 （略） 

 

（疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用） 

第八条 一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者に

ついては、それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症の患者とみなして、この法律の規

定を適用する。 

２ 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑う

に足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみな

して、この法律の規定を適用する。 

３ 一類感染症の無症状病原体保有者又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保

有者については、それぞれ一類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症の患者と

みなして、この法律の規定を適用する。 

 

（特定感染症予防指針） 

第十一条 厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必

要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、

発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該

感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針（次項において「特定感染症予防

指針」という。）を作成し、公表するものとする。 

２ 厚生労働大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 
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（医師の届出） 

第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、

第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定

める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労

働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事（保健所設置市等にあ

っては、その長。以下この章（次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一

項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二

項及び第三項を除く。）において同じ。）に届け出なければならない。 

一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原

体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者

及び新感染症にかかっていると疑われる者 

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者（厚生労働省令で定める五類感染症の無症

状病原体保有者を含む。） 

２～10 （略） 

 

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査) 

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び

原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染

症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、

疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感

染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に

質問させ、又は必要な調査をさせることができる。 

２ 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要

があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、

五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病

原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若

しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査を

させることができる。 

３ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として

当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を

提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第

一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)

に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による

当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。 

一 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者
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若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理

由のある者 当該者の検体 

二 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病

原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該

者の検体 

三 新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由の

ある者 当該者の検体 

四 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるお

それがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体 

五 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又

はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体 

六 新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当

該動物又はその死体の検体 

七 第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を

所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体 

八 第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を

所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体 

九 第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している

者 当該検体又は当該感染症の病原体 

十 第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を

所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体 

十一 第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体

を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体 

十二 第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持してい

る者 当該検体又は当該感染症の病原体 

４ 都道府県知事は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、

又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内に

おける感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当

該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれ

その他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。 

５ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により提出を受

けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しな

ければならない。 

６ 第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。 

７ 第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(次項に規

定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査に協力するよう努めなければな
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らない。 

８ 都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエ

ンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この項において「特定患者等」と

いう。)が第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な

理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止す

るため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第

三項(第六項において準用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によっ

て準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合

を含む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二

項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定

による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。 

９ 前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の

程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため

必要な最小限度のものでなければならない。 

１０ 都道府県知事又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、当該命

令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面に

より通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべ

き差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 

１１ 都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項の命令

の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で

定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 

１２ 第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求

があるときは、これを提示しなければならない。 

１３ 都道府県知事及び保健所設置市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、厚生

労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の

結果を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項、第四十四条の三の二第四項及

び第五十条の三第四項において同じ。)により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっ

ては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しな

ければならない。 

１４ 都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を

防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、

厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調

査の結果を、電磁的方法により当該他の都道府県知事等に通報しなければならない。 

１５ 厚生労働大臣は、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の規定に基づ

く要請による場合を除き、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知
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事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員

が採取した検体の一部の提出を求めることができる。 

１６ 都道府県知事は、第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要

があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症の治療の方

法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下

「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣その他の必要な協力を求めることがで

きる。 

１７ 第十二項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。 

１８ 第十二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

（情報の公表等） 

第十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集し

た感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関す

る情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットそ

の他適切な方法により積極的に公表しなければならない。 

２ 都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十

第一項の規定による公表（以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」

という。）が行われたときから、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項

の規定による公表又は第五十三条第一項の政令の廃止（第六十三条の四において「新型

インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。）が行われるま

での間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の

状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると

認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当

該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染

症の所見がある者（当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。）の数、当該者

の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であること

が判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供することができる。 

４ 第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行うに当たっては、

個人情報の保護に留意しなければならない。 

 

（健康診断） 

第十七条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエン

ザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかって

いると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関

する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該感染症にかかっていると疑うに
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足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当

該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該

職員に健康診断を行わせることができる。 

 

（入院） 

第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき

は、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機

関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することがで

きる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若

しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事

が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することがで

きる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はそ

の保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、

当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関（同項た

だし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感

染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの）

に入院させることができる。 

４ 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。 

５ 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規

定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は

診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 

６ 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算し

た期間は、七十二時間を超えてはならない。 

７ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をした

ときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所

について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会に報告しなければなら

ない。 

 

第二十条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき

は、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の期

間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又は

その保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。

ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特定感
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染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であっ

て当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきこと

を勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十

日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染

症指定医療機関（同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医

療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県

知事が適当と認めるもの）に入院させることができる。 

３ 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入

院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定

めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道

府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 

４ 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者につ

いて入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期間

を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しよう

とするときも、同様とする。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長し

ようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管

轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を

聴かなければならない。 

６ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はそ

の保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が

指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、

当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧

告の原因となる事実を通知しなければならない。 

７ 前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、

自己に有利な証拠を提出することができる。 

８ 第六項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提

出しなければならない。 

 

（最小限度の措置） 

第二十二条の二 第十六条の三から第二十一条までの規定により実施される措置は、感染

症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照

らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のもの

でなければならない。 
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（準用） 

第二十六条 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染

症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第二

十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」

とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染

症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関

又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症

指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければなら

ない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類

感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有してい

ないこと又は当該感染症の症状が消失したこと」と、同条第四項中「一類感染症の病原

体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか

又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必

要な技術的読替えは、政令で定める。 

２ 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエン

ザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項中「患者に」

とあるのは「患者（新型インフルエンザ等感染症（病状の程度を勘案して厚生労働省令

で定めるものに限る。）の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかっ

た場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者

以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限

る。）に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指

定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、

第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及

び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とある

のは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療

機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができ

る」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

（感染症の病原体に汚染された場所の消毒） 

第二十七条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新

型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある

と認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又

はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該

感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若

しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、消毒

すべきことを命ずることができる。 
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２ 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染

症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防

止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感

染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又

はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場

所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させること

ができる。 

 

（新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表） 

第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたとき

は、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第

十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び

治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症

の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他

適切な方法により逐次公表しなければならない。 

２ 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければ

ならない。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分

が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認め

られなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。 

 

（感染を防止するための報告又は協力） 

第四十四条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため

必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっ

ていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定

めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者

の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防

止に必要な協力を求めることができる。 

２ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症（病状の程度を勘案して厚生労働省令

で定めるものに限る。）のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働

省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有して

いないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、

又は宿泊施設（当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定

める基準を満たすものに限る。第八項において同じ。）若しくは当該者の居宅若しくは

これに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力

を求めることができる。 
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３ 前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応

じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努め

なければならない。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、

食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品

の支給（次項において「食事の提供等」という。）に努めなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事

の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収するこ

とができる。 

６ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求めるときは、必要

に応じ、市町村長に対し協力を求めるものとする。 

７ 市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、

当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる

正当な理由のある者又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する

情報その他の情報の提供を求めることができる。 

８ 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄

する区域内における同項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その

他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなけれ

ばならない。 

 

（指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表） 

第四十四条の七 厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、

かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨

を公表するとともに、当該指定感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公

表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この

法律の規定により実施する措置その他の当該指定感染症の発生の予防又はそのまん延の

防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しな

ければならない。 

２ 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければ

ならない。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した指定感染症について、国民の大

部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延の

おそれがなくなったと認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。 

 

第四十四条の九 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定

めるところにより第八条、第三章から前章（第四十四条の二及び第四十四条の五を除
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く。）まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。 

２ 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令によ

り準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると

認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらか

じめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表） 

第四十四条の十 厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その

旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第十六条第一項の規

定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の

防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染症の発生の予防又

はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法によ

り逐次公表しなければならない。 

２ 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければ

ならない。 

 

（新感染症の政令による指定） 

第五十三条 国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病

状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速

やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を一年以内

の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感染症の患者とみなして第

三章から第六章まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を適用する

措置を講じなければならない。 

２ 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた新感染症について同項の政令

により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であ

ると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当

該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様と

する。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらか

じめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（市町村の支弁すべき費用） 

第五十七条 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第二十七条第二項の規定により市町村が行う消毒（第五十条第一項の規定により実

施される場合を含む。）に要する費用 
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二～六 （略） 

 

（都道府県の支弁すべき費用） 

第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一～四 （略） 

五 第二十七条第二項の規定による消毒（第五十条第一項の規定により実施される場合

を含む。）に要する費用 

 六～十四 （略） 

 

（費用の徴収） 

第六十三条 市町村長は、第二十七条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類

感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場

所又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の

病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合（第五十条第

一項の規定により実施された場合を含む。）は、当該患者若しくはその保護者又はその

場所の管理をする者若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することが

できる。 

２・３ （略） 

４ 前三項の規定は、都道府県知事が、第二十七条第二項に規定する消毒、第二十八条第

二項に規定するねずみ族、昆虫等の駆除又は第二十九条第二項に規定する消毒の措置を

当該職員に実施させた場合について準用する。 

 

第七十四条 感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなく

その秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 第十五条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の

規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万

円以下の罰金に処する。 

 一～四 （略） 

五 第二十七条第一項（第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される

場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）…

（中略）…による都道府県知事（保健所設置市等の長を含む。）の命令（第五十条第

一項の規定により実施される場合を含む。）に従わなかったとき。 

 六～九 （略） 
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○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（平成 10 年政令 420

号） 

 

(獣医師の届出) 

第五条 法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項

に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。 

一 エボラ出血熱 サル 

二 マールブルグ病 サル 

三 ペスト プレーリードッグ 

四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであ

るものに限る。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン 

五 細菌性赤痢 サル 

六 ウエストナイル熱 鳥類に属する動物 

七 エキノコックス症 犬 

八 結核 サル 

九 鳥インフルエンザ(H 五 N 一・H 七 N 九) 鳥類に属する動物 

十 新型インフルエンザ等感染症(法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感

染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。) 鳥類に属する動

物 

十一 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであ

るものに限る。) ヒトコブラクダ 

 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10年厚生省

令第 99号） 

 

第四条 法第十二条第一項第一号に掲げる者（新型インフルエンザ等感染症の患者及び新

感染症（法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。第三項

において同じ。）にかかっていると疑われる者を除く。）について、同項の規定により医

師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 

一 当該者の職業及び住所 

二 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者（親権を行う者又は後見

人をいう。以下同じ。）の氏名及び住所（保護者が法人であるときは、その名称及び

主たる事務所の所在地） 

三 感染症の名称及び当該者の症状 

四 診断方法 
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五 当該者の所在地 

六 初診年月日及び診断年月日 

七 病原体に感染したと推定される年月日（感染症の患者にあっては、発病したと推定

される年月日を含む。） 

八 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域（以下「感染原因等」と

いう。）又はこれらとして推定されるもの 

九 診断した医師の住所（病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該

病院又は診療所の名称及び所在地）及び氏名 

十 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項 

２ 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が

届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被

保険者番号等（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百九十四条の二第一項に規定

する被保険者等記号・番号等、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第百四十三条

の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法（昭和二十八年

法律第二百四十五号）第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員

共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百十二条の二第一項に規定する組合員

等記号・番号等、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第百十一条の二第

一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第

百五十二号）第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百六十一条の二第一項

に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の九第三項第二号において同

じ。）とする。 

３ 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師

が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに

掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とす

る。 

４ 法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げる

ものとする。 

一 侵襲性髄膜炎菌感染症 

二 風しん 

三 麻しん 

５ 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症（法第十二条第

一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。）

は、次に掲げるものとする。 

一 アメーバ赤痢 

二 ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。） 
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三 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 

四 急性弛し緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）（患者が十五歳未満のものに限る。） 

五 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日

本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。） 

六 クリプトスポリジウム症 

七 クロイツフェルト・ヤコブ病 

八 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 

九 後天性免疫不全症候群 

十 ジアルジア症 

十一 侵襲性インフルエンザ菌感染症 

十二 侵襲性肺炎球菌感染症 

十三 水痘（患者が入院を要すると認められるものに限る。） 

十四 先天性風しん症候群 

十五 梅毒 

十六 播種性クリプトコックス症 

十七 破傷風 

十八 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 

十九 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 

二十 百日咳 

二十一 薬剤耐性アシネトバクター感染症 

６ 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症（法第十二条第

一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならない

ものに限る。）は、次に掲げるものとする。 

一 後天性免疫不全症候群 

二 梅毒 

７ 法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なけれ

ばならない事項は、第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項並び

に厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び

当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるも

のとする。 

８ 法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届

出を受けた後七日とする。 

９ 前各項の規定は、法第十二条第十項において同条第一項及び第二項の規定を準用する

場合について準用する。この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月

日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるの

は「検案した」と読み替えるものとする。 
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（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査） 

第八条 都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものと

する。 

一 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感

染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合 

二 五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合 

三 国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれが

ある場合 

四 動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合 

五 その他都道府県知事が必要と認める場合 

２ 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結

果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必

要な物件の提出を求めるものとする。 

３ 法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体

の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するた

め、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、

速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならな

い。この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。 

４ 都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延

の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとす

る。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 

５・６（略） 

 

第八条の二 法第十五条第十項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとす

る。 

一 法第十五条第八項の命令をする理由 

二 法第十五条第八項の命令の年月日 

三 法第十五条第八項の命令を受けた者が、同条第一項若しくは第二項の規定による当該

職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当

な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、

法第八十一条の規定により過料に処される旨 

２ 法第十五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事

項とする。 

 

（消毒の方法） 
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第十四条 法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消

毒薬を用いて行うものとする。 

一 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒

が行えるような方法により行うこと。 

二 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への

影響に留意すること。 

 

（新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準） 

第二十三条の七 法第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりと

する。 

一 法第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないこと

を求めた者（以下この条において「宿泊療養者」という。）が療養を行う居室につい

て、一の居室の定員は、原則として一人とすること。 

二 宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別する

ことその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。 

三 宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。 

四 宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理

及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医療関係

者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。 

五 前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管

理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。 

六 宿泊療養者の病状が急変した場合その他の必要な場合（以下この号において「急変

時等の場合」という。）に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療

機関との連携方法その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。 

 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律（令和５年法

律第 14 号）による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型イ

ンフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度

が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれ

があることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエン

ザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフ

ルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置
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を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。）その他新型インフルエンザ等の発生

の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策

の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保

護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的と

する。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感

染症（第六条第二項第二号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。）、

感染症法第六条第八項に規定する指定感染症（第十四条の報告に係るものに限る。）

及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれの

あるものに限る。）をいう。 

二～八 （略） 

 

（新型インフルエンザ等の発生等に関する報告） 

第十四条 厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は

第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新

型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の

程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。 

 

（政府対策本部の設置） 

第十五条 内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエ

ンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフル

エンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場

合を除き、内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十二条第四項の規定にかかわらず、閣

議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部（以下「政府対策本部」とい

う。）を設置するものとする。 

２ 内閣総理大臣は、政府対策本部を置いたときは、当該政府対策本部の名称並びに設置

の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。 

 

（政府対策本部の廃止） 

第二十一条 政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかっ

た場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかっ
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た場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又

は感染症法第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表がさ

れ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一項の政令が廃止されたとき

に、廃止されるものとする。 

２ 内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するととも

に、これを公示しなければならない。 

 

（新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等） 

第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著し

く重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。

以下この章及び次章において同じ。）が国内で発生し、特定の区域において、国民生活

及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ

等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実

施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき

は、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。 

一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間 

二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域 

三 当該事態の概要 

２～６ （略） 

 

（感染を防止するための協力要請等） 

第三十一条の六 都道府県（その区域の全部又は一部が第三十一条の四第一項第二号に掲

げる区域（以下この条において「重点区域」という。）内にある都道府県に限る。）の知

事（以下この条において「都道府県知事」という。）は、同項に規定する事態において、

国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフ

ルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等

の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める

期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事

項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業

時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域に

おける新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める

措置を講ずるよう要請することができる。 

２ 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住

民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要

請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出

入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請するこ
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とができる。 

３ 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないとき

は、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区

域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案し

て特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

４ 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令

を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的

な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、

その旨を公表することができる。 

 

（新型インフルエンザ等緊急事態宣言等） 

第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ

急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあ

るものとして政令で定める要件に該当する事態（以下「新型インフルエンザ等緊急事態」

という。）が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及

び次に掲げる事項の公示（第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ

等緊急事態宣言」という。）をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものと

する。 

一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 

二 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域 

三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要 

２～６ （略） 

 

（感染を防止するための協力要請等） 

第四十五条 特定都道府県の知事（以下「特定都道府県知事」という。）は、新型インフ

ルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及

び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認め

るときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒

までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域に

おいて、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所

から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請す

ることができる。 

２ 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ

等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混
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乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治

癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、

学校、社会福祉施設（通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。）、興行場

（興行場法（昭和二十三年法律第百三十七号）第一条第一項に規定する興行場をいう。）

その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催

物を開催する者（次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。）に対

し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令

で定める措置を講ずるよう要請することができる。 

３ 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定

都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護

し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して

特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を

講ずべきことを命ずることができる。 

４ 特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による

命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専

門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。 

５ 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたと

きは、その旨を公表することができる。 

 

○ 令和２年３月 14 日時点の新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号） 

 

（国、地方公共団体等の責務） 

第三条 国は、新型インフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型イン

フルエンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型

インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に

実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を

的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 

２ 国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査及び研究

を推進するよう努めるものとする。 

３ 国は、世界保健機関その他の国際機関及びアジア諸国その他の諸外国との国際的な連

携を確保するとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力を

推進するよう努めるものとする。 

４ 地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、第十八条第一項に規定す

る基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ

迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフル
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エンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、こ

の法律で定めるところにより、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施す

る責務を有する。 

６ 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ

等対策を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を

期さなければならない。 

 

（基本的人権の尊重） 

第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実

施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限

は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。 

 

（新型インフルエンザ等の発生等に関する報告） 

第十四条 厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項又は第四十四条の六第一項の

規定により新型インフルエンザ等が発生したと認めた旨を公表するときは、内閣総理大

臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかか

った場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。 

 

（政府対策本部の設置） 

第十五条 内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエ

ンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフル

エンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場

合を除き、内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十二条第四項の規定にかかわらず、閣

議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部（以下「政府対策本部」とい

う。）を設置するものとする。 

２ 内閣総理大臣は、政府対策本部を置いたときは、当該政府対策本部の名称並びに設置

の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。 

 

 ※ 第 15条の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正す

る法律（令和５年法律第 14号）による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法

における同条の規定（前掲）と同じ。 

 

(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等) 

第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく

重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。
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以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活

及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ

等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実

施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき

は、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。 

一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間 

二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域 

三 当該事態の概要 

２～６ （略） 

 

(感染を防止するための協力要請等) 

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフ

ルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民

経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対

し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して

当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除き

みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフ

ルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。 

２ 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ

等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混

乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治

癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間におい

て、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行

場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)

その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催

物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対

し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令

で定める措置を講ずるよう要請することができる。 

３ 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定

都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護

し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに

限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることがで

きる。 

４・５ （略）  

 

附 則 
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（新型コロナウイルス感染症に関する特例） 

第一条の二 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ

ルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力

を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。第三項において同

じ。）については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律（令和

二年法律第四号。同項において「改正法」という。）の施行の日から起算して二年を超

えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型インフ

ルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令（告示を含む。）の規定を

適用する。 

２ 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるの

は、「とき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウ

イルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）にあっては、そ

のまん延のおそれが高いと認めるとき）」とする。 

３ （略） 

 

 ※ 令和２年３月 14日より前は、上記の附則第１条の２が存在しなかった。また、新型

インフルエンザ等対策特別措置法の「新型インフルエンザ等」に指定感染症を含んで

いなかった。 

 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成 25年政令第 122号） 

 

（重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置） 

第五条の五 法第三十一条の六第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。 

一 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受

けることの勧奨 

二 当該者が事業を行う場所への入場（以下この条において単に「入場」という。）を

する者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導 

三 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止 

四 手指の消毒設備の設置 

五 当該者が事業を行う場所の消毒 

六 入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に

関する措置の周知 

七 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止 

八 前各号に掲げるもののほか、法第三十一条の四第一項に規定する事態において、新

型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて
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公示するもの 

 

（使用の制限等の要請の対象となる施設） 

第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりと

する。ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積

の合計が千平方メートルを超えるものに限る。 

一 学校（第三号に掲げるものを除く。） 

二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用

される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短期間の入所の

用に供する部分に限る。） 

三 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学、同法第百二十

四条に規定する専修学校（同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。）、同

法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設 

四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

五 集会場又は公会堂 

六 展示場 

七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（食品、医薬品、医療機器その

他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。） 

八 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。） 

九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 

十 博物館、美術館又は図書館 

十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設 

十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 

十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設（第十

一号に該当するものを除く。） 

十五 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方

メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型イン

フルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフル

エンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが

特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの 

２ 厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、

感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければなら

ない。 
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（感染の防止のために必要な措置） 

第十二条 法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。 

一 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受

けることの勧奨 

二 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導 

三 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止 

四 手指の消毒設備の設置 

五 施設の消毒 

六 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に

対する周知 

七 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止 

八 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフ

ルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するも

の 

 

○ 障害者基本法（昭和 45年法律第 84号） 

 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の

障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続

的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよ

うな社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

 

（差別の禁止） 

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を

侵害する行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴

う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとなら

ないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 

３ （略） 

 

○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号） 
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（目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にの

っとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人として

その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏

まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業

者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を

理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てら

れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の

障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続

的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう

な社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営企業法（昭和

二十七年法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企

業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。）及び地方独立行政法

人をいう。 

四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に

置かれる機関 

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一

項及び第二項に規定する機関（これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる

機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関（ホ

の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十

号）第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮内庁法第

十八条第一項において準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令

で定めるもの 

ヘ 会計検査院 
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五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 

イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規

定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。） 

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立

された法人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設

立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの 

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項

に規定する地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。）

をいう。 

七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独

立行政法人を除く。）をいう。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解

消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 

（国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重

要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければ

ならない。 

 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な

配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対

する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 

 

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的

な事項 

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事 

項 

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 
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３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その

他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会

の意見を聴かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方

針を公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でな

い者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去

を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重で

ないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年

齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を

しなければならない。 

 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な

差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要として

いる旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、

障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の

状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努

めなければならない。 

 

※ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和３年

法律第 56 号）による改正後の第８条（令和６年４月１日施行） 

 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不

当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と

している旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない

ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年

齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配
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慮をしなければならない。 

 

（国等職員対応要領） 

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する

事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要

な要領（以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。）を定める

ものとする。 

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、

あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 

 

（地方公共団体等職員対応要領） 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定

する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応す

るために必要な要領（以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要

領」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めよ

うとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めた

ときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領

の作成に協力しなければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 

 

（事業者のための対応指針） 

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切

に対応するために必要な指針（以下「対応指針」という。）を定めるものとする。 

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対

応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しく
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は勧告をすることができる。 

 

（事業主による措置に関する特例） 

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由

とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭

和三十五年法律第百二十三号）の定めるところによる。 

 

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由

とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争

の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

 

（啓発活動） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理

解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を

図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外にお

ける障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

 

（障害者差別解消支援地域協議会） 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立

と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において

「関係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理

由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を

解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差

別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認め

るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利

活動法人その他の団体 

二 学識経験者 

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 
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（協議会の事務等） 

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、

障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消する

ための取組に関する協議を行うものとする。 

２ 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」という。）は、前項

の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消す

るための取組を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、

又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を

解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると

認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情

報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、

その旨を公表しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由

なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議

会が定める。 

 

（主務大臣） 

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管す

る大臣又は国家公安委員会とする。 

 

（地方公共団体が処理する事務） 

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところに

より、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 

 

（権限の委任） 

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところ

により、その所属の職員に委任することができる。 
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（政令への委任） 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で

定める。 

 

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。 

 

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以

下の過料に処する。 

 

〇 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令（平成 28年政令第 32号） 

 

(法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関) 

第一条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第

四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 

２ 法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。 

 

(法第二条第五号ロの政令で定める法人) 

第二条 法第二条第五号ロの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振

興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融

公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学

共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、

日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、福島国際研究教育機

構、放送大学学園及び預金保険機構とする。 

 

(地方公共団体の長等が処理する事務) 

第三条 法第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、事業者が行う事業であっ

て当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督に係る

権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執

行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされている

ときは、当該地方公共団体の長等が行うこととする。ただし、障害を理由とする差別の

解消に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、主務大臣が自ら

その事務を行うことを妨げない。 

 

(権限の委任) 

第四条 主務大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の
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長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長

官に、法第十一条及び第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任するこ

とができる。 

２ 主務大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国

家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣

府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項

若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十

七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項

の職又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局

の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に、法第十二条に規定する権限の

うちその所掌に係るものを委任することができる。 

３ 警察庁長官は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若

しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に、第一項の規定に

より委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。 

４ 金融庁長官は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が

福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、第一項の規定に

より委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。 

５ 主務大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の

庁の長又は警察庁長官は、前各項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を

受ける職員の官職、委任する権限及び委任の効力の発生する日を公示しなければならな

い。 

 

〇 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（令

和４年法律第 50号） 

 

(目的) 

第一条 この法律は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利

用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障

害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及

び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得及び利

用並びに意思疎通に係る施策の基本となる事項を定めること等により、障害者による情

報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に資することを目的とする。 
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（定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)

第二条第一号に規定する障害者をいう。 

 

(基本理念) 

第三条 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進は、次に掲げ

る事項を旨として行われなければならない。 

一 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る手段について、可能な限り、

その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること。 

二 全ての障害者が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく

その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることがで

きるようにすること。 

三 障害者が取得する情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同

一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるように

すること。 

四 デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する

デジタル社会をいう。)において、全ての障害者が、高度情報通信ネットワークの利用

及び情報通信技術の活用を通じ、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並び

に円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。 

 

(国及び地方公共団体の責務等) 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による情報の取得及び利用並びに意思

疎通に係る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、その地域の実情を踏まえ、障害者によ

る情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策

が障害者でない者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通にも資するも

のであることを認識しつつ、当該施策を策定し、及び実施するものとする。 

 

(事業者の責務) 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を十

分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努める

とともに、国又は地方公共団体が実施する障害者による情報の取得及び利用並びに意思

疎通に係る施策に協力するよう努めなければならない。 

 

(国民の責務) 
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第六条 国民は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通の重要性

に関する関心と理解を深めるよう努めるものとする。 

 

(関係者相互の連携及び協力) 

第七条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、障害者による情報の取得及び利用

並びに意思疎通に係る施策が効率的かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りな

がら協力するよう努めなければならない。 

 

(障害者等の意見の尊重) 

第八条 国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る

施策を講ずるに当たっては、障害者、障害児の保護者その他の関係者の意見を聴き、そ

の意見を尊重するよう努めなければならない。 

 

(障害者基本計画等との関係) 

第九条 政府が障害者基本法第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同

条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害

者計画を策定し又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を

踏まえたものとなるようにするものとする。 

２ 政府は、障害者基本法第十三条の規定により国会に提出する報告書において、障害者

による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の実施の状況が明らかになるよう

にするものとする。 

 

(法制上の措置等) 

第十条 政府は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を実施する

ため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

(障害者による情報取得等に資する機器等) 

第十一条 国及び地方公共団体は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な

意思疎通に資する情報通信機器その他の機器及び情報通信技術を活用した役務(以下この

条及び第十五条において「障害者による情報取得等に資する機器等」という。)の開発及

び普及の促進を図るため、障害者による情報取得等に資する機器等に関し、開発及び提

供に対する助成その他の支援、規格の標準化、障害者又はその介助を行う者(次項及び第

三項において「障害者等」という。)に対する情報提供及び入手の支援その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者等が障害者による情報取得等に資する機器等の利用方

法を習得することができるようにするため、障害者による情報取得等に資する機器等の
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利用に関し、障害者の居宅における支援、講習会の実施、障害者等からの相談への対応

その他の必要な取組を自ら行うとともに、当該取組を行う者を支援するために必要な施

策を講ずるよう努めるものとする。 

３ 国は、障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上

に資するよう、内閣府、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省その他の関係行

政機関の職員、障害者による情報取得等に資する機器等を開発し又は提供する者、障害

者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（防災及び防犯並びに緊急の通報) 

第十二条 国及び地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に

関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、

設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意

思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急

の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

（障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野に係る施策) 

第十三条 国及び地方公共団体は、医療、介護、保健、福祉、教育、労働、交通、電気通

信、放送、文化芸術、スポーツ、レクリエーション、司法手続その他の障害者が自立し

た日常生活及び社会生活を営むために必要な分野において、障害者がその必要とする情

報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするため、

障害者とその他の者の意思疎通の支援を行う者(第十五条において「意思疎通支援者」と

いう。)の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、医療、介護、保健若しくは福祉に係るサービスを提供する者、

学校の設置者、事業主、交通施設(移動施設を含む。)を設置する事業者、電気通信若し

くは放送の役務を提供する事業者又は文化芸術施設、スポーツ施設若しくはレクリエー

ション施設の管理若しくは運営を行う者が行う障害者による情報の十分な取得及び利用

並びに円滑な意思疎通のための取組を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるも

のとする。 

 

（障害者からの相談及び障害者に提供する情報) 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者からの各種の相談に応ずるに当たっては、障害

者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることが

できるよう配慮するものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者に情報を提供するに当たっては、その障害の種類及び
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程度に応じてこれを行うよう配慮するものとする。 

 

(国民の関心及び理解の増進) 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な

意思疎通の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、障害者による情報取得等に

資する機器等の有用性、障害者による円滑な意思疎通において意思疎通支援者が果たす

役割等に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(調査研究の推進等) 

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に関

する調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 

 

○ 身体障害者補助犬法（平成 14年法律第 49号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を

使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公

共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるように

するための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身

体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進

に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。 

２ この法律において「盲導犬」とは、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第十四

条第一項に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けている

ものをいう。 

３ この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身

体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行

の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体

不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。 

４ この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体

障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞

き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、

第十六条第一項の認定を受けているものをいう。 
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（訓練事業者の義務） 

第三条 盲導犬訓練施設（身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第三十

三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。）を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業

（同法第四条の二第三項に規定する介助犬訓練事業をいう。）を行う者及び聴導犬訓練

事業（同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。）を行う者（以下「訓練事業者」という。）

は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、必要に応じ医療を

提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者に

必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことによ

り、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。 

２ 訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想され

る身体障害者のために前項の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との連携を確

保することによりその身体障害者について将来必要となる補助を適確に把握しなければ

ならない。 

 

第四条 訓練事業者は、前条第二項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育

成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を

行わなければならない。 

 

（厚生労働省令への委任） 

第五条 前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で

定める。 

 

第六条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切

に管理することができる者でなければならない。 

 

（国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等） 

第七条 国等（国及び地方公共団体並びに独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一

年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）、特殊法人（法律によ

り直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人

であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第八号の規定の適

用を受けるものをいう。）その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。）は、その

管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬（第十二条第一項

に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項並びに次条から第十条までにお

いて同じ。）を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴に

より当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受ける

おそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 
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２ 前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務

所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。この場合において、同

項ただし書中「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当

該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、「身体障害

者補助犬の使用により国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と読

み替えるものとする。 

３ 第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体

障害者補助犬を使用する場合について準用する。 

 

（公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴） 

第八条 公共交通事業者等（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成十八年法律第九十一号）第二条第五号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同

じ。）は、その管理する旅客施設（同条第六号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。）

及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等（車両、自動車、船舶及び航空

機をいう。以下同じ。）を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴

することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若

しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受け

るおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

 

（不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴） 

第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、

当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒ん

ではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、

又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得な

い理由がある場合は、この限りでない。 

 

（事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用） 

第十条 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第四十三

条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合

の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数

以上の同項の労働者を雇用している事業主（国等を除く。）並びに当該事業主が同法第

四十四条第一項の親事業主である場合の同項の子会社及び当該事業主が同法第四十五条

第一項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社（以下「障害者雇用事業主」と

いう。）は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所にお

いて身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬

の使用により当該障害者雇用事業主の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場
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合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

２ 障害者雇用事業主以外の事業主（国等を除く。）は、その事業所又は事務所に勤務す

る身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒ま

ないよう努めなければならない。 

 

（住宅における身体障害者補助犬の使用） 

第十一条 住宅を管理する者（国等を除く。）は、その管理する住宅に居住する身体障害

者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければな

らない。 

 

（身体障害者補助犬の表示等） 

第十二条 この章に規定する施設等（住宅を除く。）の利用等を行う場合において身体障

害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、

その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明ら

かにするための表示をしなければならない。 

２ この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又

は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそ

れがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請

求があるときは、これを提示しなければならない。 

 

（身体障害者補助犬の行動の管理） 

第十三条 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴

し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがな

いようその行動を十分管理しなければならない。 

 

（表示の制限） 

第十四条 何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助

犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第十二条第一項の表示又はこれと

紛らわしい表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中である

犬又は第十六条第一項の認定を受けるため試験中である犬であって、その旨が明示され

ているものについては、この限りでない。 

 

（法人の指定） 

第十五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種

類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財

団法人又は社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第三十一条第一項の規定により
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設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うこ

とができると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定するこ

とができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者（以下

「指定法人」という。）の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。 

３ 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

４ 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示

しなければならない。 

 

（同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定） 

第十六条 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬（当該指定法人が訓

練事業者として自ら育成した犬を含む。）であって当該指定法人に申請があったものに

ついて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する

場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認め

る場合には、その旨の認定を行わなければならない。 

２ 指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定す

る能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。 

 

（改善命令） 

第十七条 厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保す

るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置

をとるべきことを命ずることができる。 

 

（指定の取消し等） 

第十八条 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指

定を取り消すことができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。 

 

（報告の徴収等） 

第十九条 厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確

保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必

要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その

業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
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関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

 

（厚生労働省令への委任） 

第二十条 この章に定めるもののほか、指定法人及び身体障害者補助犬に関する認定に関

し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

（身体障害者補助犬の取扱い） 

第二十一条 訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に

関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接するこ

と等により、これを適正に取り扱わなければならない。 

 

（身体障害者補助犬の衛生の確保） 

第二十二条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、

体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危

害を生じさせないよう努めなければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立

及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理

解を深めるよう努めなければならない。 

 

（国民の協力） 

第二十四条 国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をする

よう努めなければならない。 

 

（苦情の申出等） 

第二十五条 身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者（事業所又は事務所に

あっては当該事業所又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うた

めその事業の用に供する車両等にあっては当該公共交通事業者等とする。以下同じ。）

は、当該施設等の所在地（公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供

する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地）を管轄する都道府県

知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使

用に関する苦情の申出をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当
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該苦情に係る身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者に対し、必要な助言、

指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理す

るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又

は訓練事業者若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を

求めることができる。 

 

（大都市等の特例） 

第二十六条 前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以

下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中

核市」という。）においては、指定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。）の長

が行う。この場合においては、前条の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市等

の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。 

 

第二十七条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同

項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁を

せず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職

員は、二十万円以下の罰金に処する。 

 

○ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

 

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関

し、条例を制定することができる。 

② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがあ

る場合を除くほか、条例によらなければならない。 

③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例

に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若

しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

 

（定義） 

第二条 （略） 

２ （略） 

３ この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、
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犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の

不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等

が含まれる個人情報をいう。 

４～11 （略） 

 

（利用目的の特定） 

第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的

（以下「利用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ （略） 

 

(利用目的による制限) 

第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により

特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

２・３ （略） 

 

（適正な取得） 

第二十条 （略） 

２ 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない

で、要配慮個人情報を取得してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情

報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該要配慮個人情報を取り扱う目的の

一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあ

る場合を除く。）。 

六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人

情報を学術研究目的で取得する必要があるとき（当該要配慮個人情報を取得する目的

の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ある場合を除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研

究を行う場合に限る。）。 
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七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十

七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開され

ている場合 

八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合 

 

（取得に際しての利用目的の通知等） 

第二十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目

的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表し

なければならない。 

２～４ （略） 

 

（第三者提供の制限） 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意

を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの

提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不

当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを

学術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学

術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を

除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限

る。）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを

学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学

術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を

除く。）。 

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じ

て当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合で
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あって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あ

らかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保

護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供

することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二

十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの

項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。)である場合は、この限りでない。 

一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、

その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第

一号において同じ。)の氏名 

二 第三者への提供を利用目的とすること。 

三 第三者に提供される個人データの項目 

四 第三者に提供される個人データの取得の方法 

五 第三者への提供の方法 

六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する

こと。 

七 本人の求めを受け付ける方法 

八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則

で定める事項 

３～６ （略） 

 

（国際約束の誠実な履行等） 

第百七十三条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の

誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しな

ければならない。 

 

○ らい予防法（昭和 28年法律第 214号）※平成８年廃止 

 

（国立療養所への入所） 

第六条 都道府県知事は、らいを伝染させるおそれがある患者について、らい予防上必要

があると認めるときは、当該患者又はその保護者に対し、国が設置するらい療養所（以

下「国立療養所」という。）に入所し、又は入所させるように勧奨することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の勧奨を受けた者がその勧奨に応じないときは、患者又はその

保護者に対し、期限を定めて、国立療養所に入所し、又は入所させることを命ずること

ができる。 
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３ 都道府県知事は、前項の命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は公衆衛生上

らい療養所に入所させることが必要であると認める患者について、第二項の手続をとる

いとまがないときは、その患者を国立療養所に入所させることができる。 

４ 第一項の勧奨は、前条に規定する医師が当該患者を診察した結果、その者がらいを伝

染させるおそれがあると診断した場合でなければ、行うことができない。 

 

○ 日本国憲法 

 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民

の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重

を必要とする。 

 

○ 刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号） 

 

第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当た

るものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 

一～三 （略） 

② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、

次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 

一～五 （略）  

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 

七 （略） 

③・④ （略） 

 

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号） 

 

(定義) 

第二条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、

共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和二十五年法

律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、

又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令

で定めるものをいう。 

２ 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものと

する。 
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○ 民法（明治 29年法律第 89号） 

 

(債務不履行による損害賠償) 

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能

であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。た

だし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし

て債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に

掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 

一 債務の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債

務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 

 

(契約の締結及び内容の自由) 

第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自

由に決定することができる。 

２ 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 

 

(不法行為による損害賠償) 

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 


